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資料１ 

 



長野県住生活基本計画（H23～H32）の変更について 

建築住宅課 

１ 趣 旨                                      

現行の長野県住生活基本計画について、計画期間の前期５年が経過したことから、社会経済情

勢の変化等に対応するため、平成 28 年３月に閣議決定された住生活基本計画（全国計画）の変更

を踏まえて、見直しを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 経 過                                      

 

 住生活基本計画（全国計画） 長野県住生活基本計画 計画期間 

策 定 平成 18 年９月 平成 19 年３月 平成 18～27 年度 

変 更 平成 23 年３月 平成 24 年２月 平成 23～32 年度 

変 更 平成 28 年３月 今回変更 平成 28～37 年度 

 

３ 策定体制                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

４ スケジュール                                   
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 幹事会  ←必要に応じて開催→ 

意見募集・協議  

←パブリックコメント→ 

←市町村等協議→ 

調査等 県民アンケート（12 月）  

 

住生活基本法（平成 18 年 6 月 8 日法律第 61 号） 

第３章 住生活基本計画 

（全国計画） 

第 15 条 政府は、基本理念にのっとり、前章に定める基本的施策その他の住生活の安定の確保及び向上の

促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、国民の住生活の安定の確保及び向上の促進に

関する基本的な計画（以下「全国計画」という。）を定めなければならない。 

（都道府県計画） 

第 17 条 都道府県は、全国計画に即して、当該都道府県の区域内における住民の住生活の安定の確保及び

向上の促進に関する基本的な計画（以下「都道府県計画」という。）を定めるものとする。 

県 

国土交通大臣 

住 民 

市町村 

長野県公営住宅等 

推進協議会

※

 

長野県住宅審議会 

幹事会 

パブリックコメント 

協 議 

意見聴取 

諮 問 

答 申 

協議・同意 

（公営住宅供給目標量） 

変更・公表 

〔H28.12 末予定〕 

※「地域における多様な需要に応じた

公的賃貸住宅等の整備等に関する特

別措置法」に基づく地域住宅協議会 

アンケート調査 



 

長野県住生活基本計画 

（平成 18 年度～平成 27 年度） 

家族･地域･社会の温もりを 

育む住まいづくりをめざして 

＜当初計画＞ 

安全でやさしい住まいづくり 

ライフスタイルに対応できる 

住まいづくり 

環境に配慮した住まいづくり 

誰もが安定した居住を 

確保できる体制づくり 

地域の実情に調和した 

魅力あるまちづくり 

基本理念 

目標・施策体系 

長野県住生活基本計画 

（平成 23 年度～平成 32 年度） 

～信州の気候・風土・資源を生かし～ 

心の豊かさが実感できる 

住まいづくりをめざして 

＜現行計画＞ 

人と環境が共生する 

住まいづくり 

誰もが安定した居住を 

確保できる体制づくり 

多様な居住ニーズに 

対応できる住まいづくり 

安全･安心な暮らしを 

支える住まいづくり 

次代につなぐ美しい景観と 

コミュニティを育むまちづくり 

基本理念 

目標・施策体系 

長野県住生活基本計画 

（平成 28 年度～平成 37 年度） 

＜今回改定のイメージ＞ 

・

・

・

・

・

 

住生活基本計画（全国計画） 

（平成 28 年度～平成 37 年度） 

＜全国計画＞ 

結婚･出産を希望する若年世帯･ 

子育て世帯が安心して暮らせる 

住生活の実現 

高齢者が自立して暮らす 

ことができる住生活の実現 

住宅の確保に特に配慮を 

要する者の居住の安定の確保 

住宅すごろくを超える新たな 

住宅循環システムの構築 

建替えやリフォームによる安全で

質の高い住宅ストックへの更新 

① 居住者からの視点 

② 住宅ストックからの視点 

急増する空き家の 

活用･除却の推進 

③ 産業･地域からの視点 

強い経済の実現に貢献する 

住宅関連産業の成長 

住宅地の魅力の維持・向上 

○ 少子高齢化・人口減少の急速な進展（高齢化問題、少子化問題） 

○ 世帯数の減少により空き家がさらに増加（空き家問題） 

○ 地域のコミュニティが希薄化しているなど居住環境の質が低下 

○ リフォーム･既存住宅流通等の住宅ストック活用型市場への転換の遅れ   など 

現状と課題 

長野県住生活基本計画の変遷 

基本的な視点 

○地球規模の環境問題とエネルギー施

策見直しへの対応 

○本格的な少子高齢社会、人口減少社会

に対応した住宅ストックの形成 

○地域の実情に応じた住宅施策の推進 

 

 

 

目標・施策体系 

長野県の地域特性 

に応じた理念、 

視点、目標、施策 

即して 

定める 

 

基本理念 

基本的な視点 

 



長野県住生活基本計画（H28～37） 骨子案 

 

 基本理念                           

～信州の住みよい暮らしを次代につなぐ～ 

安心ですこやか、多様な暮らしを支える住まいをめざして 

 

 目 標                            

 

居住者からの視点 

 

・結婚・出産を希望

する若年世帯・子

育て世帯が安心

して暮らせる住

生活の実現 

・高齢者が自立して

暮らすことがで

きる住生活の実

現 

・住宅の確保に特に

配慮を要する者

の居住の安定の

確保 

全国計画（H28～37）

住宅ストックから

の視点 

 

・住宅すごろくを超

える新たな住宅

循環システムの

構築 

・建替えやリフォー

ムによる安全で

質の高い住宅ス

トックへの更新 

・急増する空き家の

活用・除却の推進 

産業・地域からの

視点 

 

・強い経済の実現に

貢献する住生活

産業の成長 

・住宅地の魅力の維

持・向上 

県計画（H23～32） 

人と環境が共生す

る住まいづくり 

誰もが安定した居

住を確保できる体

制づくり 

多様な居住ニーズ

に対応できる住ま

いづくり 

県計画（県計画（県計画（県計画（H28H28H28H28～～～～37373737））））    

安全・安心な暮ら

しを支える住まい

づくり 

次代につなぐ美し

い景観とコミュニ

ティを育むまちづ

くり 

環境環境環境環境とととと健康健康健康健康にやさしくにやさしくにやさしくにやさしく災害災害災害災害

にににに強強強強いいいい住住住住まいづくりまいづくりまいづくりまいづくり    

地域地域地域地域のののの資源資源資源資源をををを最大限最大限最大限最大限にににに活活活活かかかか

したしたしたした住住住住まいづくりまいづくりまいづくりまいづくり    

誰誰誰誰もがもがもがもが安心安心安心安心してしてしてして暮暮暮暮らせるらせるらせるらせる住住住住

まいのまいのまいのまいの提供提供提供提供    

地域地域地域地域のののの特性特性特性特性にににに応応応応じたじたじたじた活力活力活力活力ああああ

るまち・むらづくりるまち・むらづくりるまち・むらづくりるまち・むらづくり    

地域地域地域地域にににに密着密着密着密着したしたしたした住宅関連産住宅関連産住宅関連産住宅関連産

業業業業のののの成長成長成長成長・・・・発展発展発展発展    



長野県住生活基本計画（H28～37） 骨子案（施策体系） 

 

 施策体系                           

 

 

目標１        環境環境環境環境とととと健康健康健康健康にやさしにやさしにやさしにやさしくくくく災害災害災害災害にににに強強強強いいいい住住住住まいづくりまいづくりまいづくりまいづくり    

信州の恵まれた環境や私たちの健康にやさしい住まいづくりをめざします。また、いつ

起きるか分からない地震や土砂災害等に強く、安全・安心な住まいづくりをめざします。 

（基本的な施策） 

・住宅の省エネルギー化省エネルギー化省エネルギー化省エネルギー化や自然自然自然自然エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー導入導入導入導入の促進 

・快適快適快適快適で健康の維持・増進健康の維持・増進健康の維持・増進健康の維持・増進に寄与する住まいづくりの推進 

・災害に強い災害に強い災害に強い災害に強い住まいづくりの推進、災害危険区域等にある住宅の移転の促進 

・耐震化耐震化耐震化耐震化、バリアフリー化バリアフリー化バリアフリー化バリアフリー化、省エネルギー化省エネルギー化省エネルギー化省エネルギー化など、性能向上リフォームの促進 

 など 

目標２        地域地域地域地域のののの資源資源資源資源をををを最大限最大限最大限最大限にににに活活活活かしたかしたかしたかした住住住住まいづくりまいづくりまいづくりまいづくり    

森林資源、太陽光など、地域で得られる豊かな資源を最大限に活かした地産地消の住ま

いづくりをめざします。 

（基本的な施策） 

・県産木材県産木材県産木材県産木材を活用した住宅の建設・改修の促進 

・太陽光、バイオマスエネルギーなど、再生可能エネルギー活用再生可能エネルギー活用再生可能エネルギー活用再生可能エネルギー活用の促進 

 など 

目標３        誰誰誰誰もがもがもがもが安心安心安心安心してしてしてして暮暮暮暮らせるらせるらせるらせる住住住住まいのまいのまいのまいの提供提供提供提供    

市場において自力で住宅を確保することが難しい世帯であっても、安心して暮らせる環

境づくりをめざします。 

（基本的な施策） 

・公営住宅公営住宅公営住宅公営住宅等の公的賃貸住宅の公平かつ的確な供給供給供給供給（建設、建替え、維持管理 等） 

・ひとり親世帯ひとり親世帯ひとり親世帯ひとり親世帯、貧困世帯貧困世帯貧困世帯貧困世帯、障がい者障がい者障がい者障がい者世帯世帯世帯世帯等の賃貸住宅への円滑な入居の支援 

・災害時の応急仮設住宅応急仮設住宅応急仮設住宅応急仮設住宅、災害復興住宅災害復興住宅災害復興住宅災害復興住宅の建設・確保の支援 

 など 

目標４        地域地域地域地域のののの特性特性特性特性にににに応応応応じたじたじたじた活力活力活力活力あるまち・むらづくりあるまち・むらづくりあるまち・むらづくりあるまち・むらづくり    

少子高齢・人口減少社会に相応しく、多様な居住ニーズに応える魅力的な地域づくりを

めざします。 

（基本的な施策） 

・首都圏、中京圏をはじめとする県外からの移住移住移住移住や二地域居住二地域居住二地域居住二地域居住の促進 

・空き家空き家空き家空き家の適正な維持管理・活用維持管理・活用維持管理・活用維持管理・活用、著しく老朽化した空き家の除却除却除却除却・・・・跡地活用跡地活用跡地活用跡地活用の促進 

・地域の特性を活かした県民参加による景観景観景観景観育成やリノベーションリノベーションリノベーションリノベーションの支援 

・若年世帯若年世帯若年世帯若年世帯、子育て世帯子育て世帯子育て世帯子育て世帯、高齢者世帯高齢者世帯高齢者世帯高齢者世帯等が安心して生活できる住宅の供給の促進 

 など 

目標５        地域地域地域地域にににに密着密着密着密着したしたしたした住宅関連産業住宅関連産業住宅関連産業住宅関連産業のののの成長成長成長成長・・・・発展発展発展発展    

質の高い住まいづくりを持続していく環境づくりをめざします。また、これまで以上に

既存住宅の有効活用が進む環境づくりをめざします。 

（基本的な施策） 

・教育機関、関係団体等との連携による担い手の育成担い手の育成担い手の育成担い手の育成、地域住宅産業の支援 

・維持管理、状況調査、空き家管理、流通等、既存住宅の利活用既存住宅の利活用既存住宅の利活用既存住宅の利活用に係る産業の活性化産業の活性化産業の活性化産業の活性化 

 など 



長野県住生活基本計画（H23～32）　目標達成指標の状況

現状値

人と環境が共生する住まいづくり

1 59％（H22）　⇒　90％（H32） 77%（H27） 74.5％（H27） ◎

2 14,100戸（H20）　⇒　75,000戸 49,800戸（H25） 39,475戸（H25） ◎

3 30％（H20）　⇒　50％（H32） 31％（H26） 40％（H26） △

誰もが安定した居住を確保できる住まいづくり

供給目標量 7,900戸（H23～27） 8,629戸（H23～27） 7,900戸（H23～27） ◎

上記のうち建替 1,100戸（H23～27） 355戸（H23～27） 1,100戸（H23～27） △

5 2.0％（H20）　⇒　できるだけ早期に解消 1.8％（H25） ○

6 0.37％（H17）　⇒　3～5％（H32） 1.65％（H26） 2.54％（H26） △

多様な居住ニーズに対応できる住まいづくり

7 16.5％（H22）　⇒　40％（H32） 10.9％（H26） 25.9％（H26） △

8 9％（H21）　⇒　20％（H32） 14％（H26） 14％（H26） ○

滅失住宅の平均築後年数 約27年（H20）　⇒　約40年（H32） 約37年（H25） 約32年（H25） ◎

住宅の滅失率 約6.2％（H15～20）　⇒　約5％（H27～32） 約6.0％（H20～25） 約5.7％（H20～25） ○

10 4.8％（H16～20平均）　⇒　8％（H32） 5.0％（H21～25平均） 6.13％（H21～25平均） △

11 8.9％（H20）　⇒　20％（H32） 11.4％（H25） 13.5％（H25） ○

全世帯 71％（H20）　⇒　85％（H32） 73％（H25） 76.8％（H25） △

子育て世帯 55％（H20）　⇒　70％（H32） 56％（H25） 61.2％（H25） △

安全・安心な暮らしを支える住まいづくり

住宅 72％（H20）　⇒　95％（H32） 78％（H25） 81.5％（H25） ○

特定建築物 85％（H23）　⇒　95％（H32） 90％（H27） 89.4％（H27） ○

14 17％（H22）　⇒　50％（H32） 19％（H27） 33.5％（H27） △

一定のバリアフリー化 43％（H20）　⇒　80％（H32） 48％（H25） 58.4％（H25） △

高度のバリアフリー化 12％（H20）　⇒　25％（H32） 13％（H25） 17.4％（H25） △

次代につなぐ美しい景観とコミュニティを育むまちづくり

16 164件（H22）　⇒　175件（H32） 168件（H27） 169件（H27） ○

17 11市町村（H22）　⇒　25市町村（H32） 20市町村（H27） 18市町村（H27） ◎

18 65地区（H22）　⇒　80地区（H32） 73地区（H27） 72地区（H27） ○住民の合意形成によるまちづくり地区

景観行政団体市町村

景観育成住民協定の認定

大規模建築物における吹付けアスベストの除去

既存住宅の流通

進捗の目安（直線補間による目安値）

リフォームの実施

目標達成指標

4 公営住宅の供給（県営＋市町村営）

9 住宅の利活用期間

省エネルギー基準（H11基準）を満たす新築住宅

太陽光発電システムのある住宅ストック

長期優良住宅の認定を受けた新築住宅

住宅性能表示制度を利用する新築住宅

高齢者向け住宅のストック

最低居住面積水準　　（１人世帯：25㎡ 、 ４人世帯：50㎡）

住宅への県産木材の利用

12 誘導居住面積水準

13 建築物の耐震化

15 高齢者の居住する住宅のバリアフリー化

１人世帯：55㎡

４人世帯：125㎡


